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これまでの調査審議事項のまとめ（案）への意見について 

 
 このことについて、第４回会合（８月１９日開催）において提示された、調査審議事項のまとめ

（案）について、下記のとおり意見を上げさせていただきます。 
 
                     記 
 
 我が国における心肺蘇生法のガイドラインについては、日本救急医療財団心肺蘇生法委員会によ

る「救急蘇生法の指針」にて示されています。この指針は２０００年、２００５年の国際ガイドラ

インの改訂をうけて、大幅な改訂がなされています。現在のガイドラインと調査審議事項のまとめ

（案）にて異なる部分がありますので、以下のとおり修正が必要と考えます。 
 
１ Ｐ５２ ５行目 ④について 
  現在のガイドラインでは、反応（意識）のある窒息症例の場合のみ、背部叩打・腹部突き上げ

法を行うこととしております。傷病者の反応がなく、ぐったりした場合は心停止に対する心肺蘇

生を開始し、胸骨圧迫により異物が除去されるのを狙うとしています。 
よって、④は「救急蘇生法の指針 Ｐ４６ （２）反応がなくなった場合」を引用すべきと考えま

す。 
 

２ 同ページ ⑤、⑥について 
  上記１と同様に、⑤と⑥を一つにまとめ、「救急蘇生法の指針 Ｐ５８ １１）子どもの気道異物

除去」を引用すべきと考えます。 
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